
           藤沢市告示第１４５号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項により次のとおり歳入

の収納事務を委託したので、同条第２項の規定により告示する。 

   ２０２６年（令和８年）５月１１日 

   藤沢市長  鈴 木  恒 夫 

１ 収納事務を委託する者 

  藤沢市円行二丁目３番地の１７ 

  公益財団法人 藤沢市まちづくり協会 

  

２ 委託に係る歳入の種類 

  藤沢市自転車等の放置防止に関する条例（平成２年藤沢市条例第２９号）第１４条

に規定する、移動、保管その他の措置に要した費用 

 

３ 指定をした日                                 

２０２６年（令和８年）４月１日  

４ 委託をした日                               

２０２６年（令和８年）４月１日 

以  上 


